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議案第４１号 

 

福島町浄化槽事業の設置等に関する条例 

 

 福島町浄化槽事業の設置等に関する条例を次のように定める。 

 

   令和５年１２月１２日提出 

 

                    福島町長  鳴海 清春      

 

福島町浄化槽事業の設置等に関する条例 

 

(設置) 

第１条 公共用水域の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、町

に浄化槽事業(特定地域生活排水処理施設に関する事業をいう。以下同じ。)

を設置する。 

(法の財務規定等の適用) 

第２条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3

項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定によ

り、浄化槽事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適

用する。 

(経営の基本) 

第３条 浄化槽事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を

増進するように運営されなければならない。 

２ 処理区域は、福島町の区域内とする。 

(重要な資産の取得及び処分) 

第４条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない浄化槽事業

の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い

以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の

不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地

については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動

産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。 

(議会の同意を要する賠償責任の免除) 

第５条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条

の2の2第8項の規定により、浄化槽事業の業務に従事する職員の賠償責任の免

除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠

償額が100,000円以上である場合とする。 

(会計事務の処理) 

第６条 法第34条の2ただし書の規定により、浄化槽事業の出納その他の会計事

務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。 

(１) 公金の収納又は支払に関する事務 

(２) 公金の保管に関する事務 

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等) 
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第７条 浄化槽事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定める

ものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額

が1,000,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定

で当該決定に係る金額が150,000円以上のものとする。 

(業務状況説明書類の提出) 

第８条 町長は、浄化槽事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事

業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日まで

に、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに提

出しなければならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載する

とともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、

5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要

及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。 

(１) 事業の概況 

(２) 経理の状況 

(３) 前2号に掲げるもののほか、浄化槽事業の経営状況を明らかにするため

町長が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務

の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、町長

は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和6年4月1日から施行する。 

(福島町特別会計条例の一部改正) 

２ 福島町特別会計条例(昭和39年福島町条例第6号)の一部を次のように改正

する。 

改正前 改正後 

(設置) (設置) 

第１条 地方自治法第209条第2項の規

定により次に定める目的のため特別

会計を設置する。 

第１条 地方自治法第209条第2項の規

定により次に定める目的のため特別

会計を設置する。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

(４) 福島町浄化槽整備特別会計 

浄化槽整備事業 

 

(５) （略） (４) （略） 
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議案第４２号 

 

 

福島町選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 福島町選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

   令和５年１２月１２日提出 

 

                       福島町長  鳴海 清春 

 

 

     福島町選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例 

 

 福島町選挙公報の発行に関する条例(平成15年福島町条例第10号)の一部を次

のように改正する。 

改正前 改正後 

(発行を中止する場合) (発行を中止する場合) 

第６条 法第100条第4項の規定に該当

し、投票を行うことを必要としなく

なつたとき又は天災その他避けるこ

とのできない事故、その他特別の事

情があるときは、選挙公報発行の手

続きは中止する。 

第６条 法第100条第4項の規定に該当

し、投票を行うことを必要としなく

なつたとき又は天災その他避けるこ

とのできない事故、その他特別の事

情があるときは、選挙公報発行の手

続きは中止する。ただし、掲載文原

稿について、選挙に関する記録とし

て福島町ホームページに限り掲載す

ることができる。 

 

 附  則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和５年４月１日以降に執行する福島 

 町の議会の議員及び長の選挙から適用する。 
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議案第４３号 

 

    福島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 福島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令和５年１２月１２日提出 

                       福島町長  鳴海 清春    

 

    福島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基 

準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 福島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例(平成27年福島町条例第13号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

(特定教育・保育の取扱方針) (特定教育・保育の取扱方針) 

第15条 特定教育・保育施設は、次の

各号に掲げる施設の区分に応じて、

それぞれ当該各号に定めるものに基

づき、小学校就学前子どもの心身の

状況等に応じて、特定教育・保育の

提供を適切に行わなければならな

い。 

第15条 特定教育・保育施設は、次の

各号に掲げる施設の区分に応じて、

それぞれ当該各号に定めるものに基

づき、小学校就学前子どもの心身の

状況等に応じて、特定教育・保育の

提供を適切に行わなければならな

い。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 認定こども園(認定こども園

法第3条第1項又は第3項の認定を

受けた施設及び同条第11項の規定

による公示がされたものに限る。)

 次号及び第4号に掲げる事項 

(２) 認定こども園(認定こども園

法第3条第1項又は第3項の認定を

受けた施設及び同条第10項の規定

による公示がされたものに限る。)

 次号及び第4号に掲げる事項 

(３)・(４) （略） (３)・(４) （略） 

２ （略） ２ （略） 

(特別利用保育の基準) (特別利用保育の基準) 

第35条 （略） 第35条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 特定教育・保育施設が、第1項の規

定により特別利用保育を提供する場

合には、特定教育・保育には特別利

用保育を、施設型給付費には特例施

３ 特定教育・保育施設が、第1項の規

定により特別利用保育を提供する場

合には、特定教育・保育には特別利

用保育を、施設型給付費には特例施
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設型給付費(法第28条第1項の特例施

設型給付費をいう。次条第3項におい

て同じ。)を、それぞれ含むものとし

て、前款(第6条第3項及び第7条第2

項を除く。)の規定を適用する。この

場合において、第6条第2項中「特定

教育・保育施設(認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同

じ。)」とあるのは「特定教育・保育

施設(特別利用保育を提供している

施設に限る。以下この項において同

じ。)」と、「同号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「同号又

は同条第2号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども」と、第13条第2項中「法第

27条第3項第1号に掲げる額」とある

のは「法第28条第2項第2号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)

中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ど

も(特別利用保育を受ける者を除

く。)」と、同号イ(イ)中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども(特別利用保

育を受ける者を含む。)」とする。 

設型給付費(法第28条第1項の特例施

設型給付費をいう。次条第3項におい

て同じ。)を、それぞれ含むものとし

て、前節(第6条第3項及び第7条第2

項を除く。)の規定を適用する。この

場合において、第6条第2項中「特定

教育・保育施設(認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同

じ。)」とあるのは「特定教育・保育

施設(特別利用保育を提供している

施設に限る。以下この項において同

じ。)」と、「同号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「同号又

は同条第2号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども」と、第13条第2項中「法第

27条第3項第1号に掲げる額」とある

のは「法第28条第2項第2号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)

中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ど

も(特別利用保育を受ける者を除

く。)」と、同号イ(イ)中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども(特別利用保

育を受ける者を含む。)」とする。 

(特別利用教育の基準) (特別利用教育の基準) 

第36条 （略） 第36条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 特定教育・保育施設が、第1項の規

定により特別利用教育を提供する場

合には、特定教育・保育には特別利

用教育を、施設型給付費には特例施

設型給付費を、それぞれ含むものと

して、前款(第6条第3項及び第7条第2

項を除く。)の規定を適用する。この

場合において、第6条第2項中   

                

                

                

３ 特定教育・保育施設が、第1項の規

定により特別利用教育を提供する場

合には、特定教育・保育には特別利

用教育を、施設型給付費には特例施

設型給付費を、それぞれ含むものと

して、前節(第6条第3項及び第7条第2

項を除く。)の規定を適用する。この

場合において、第6条第2項中「特定

教育・保育施設(認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同

じ。)」とあるのは「特定教育・保育
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     「利用の申込みに係る法

第19条第1号に掲げる小学校就学前

子ども数」とあるのは「利用の申込

みに係る法第19条第2号に掲げる小

学校就学前子ども数」と、「同号に

掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども   」

とあるのは「同条第1号又は第2号に

掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども   」

と、「の同号」とあるのは「の同条

第1号」と、           

                

                

       第13条第2項中「法第

27条第3項第1号に掲げる額」とある

のは「法第28条第2項第3号の内閣総

理大臣が定める基準により算出した

費用の額」と同条第4項第3号イ(ア)

中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ど

も(特別利用教育を受ける者を含

む。)」と、同号イ(イ)中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども(特別利用教

育を受ける者を除く。)」とする。 

施設(特別利用教育を提供している

施設に限る。以下この項において同

じ。)」と、「利用の申込みに係る法

第19条第1号に掲げる小学校就学前

子ども数」とあるのは「利用の申込

みに係る法第19条第2号に掲げる小

学校就学前子ども数」と、「同号に

掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数」

とあるのは「同条第1号又は第2号に

掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数」

と、「同号に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員の総数」

とあるのは「同条第1号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数」と、第13条第2項中「法第

27条第3項第1号に掲げる額」とある

のは「法第28条第2項第3号の内閣総

理大臣が定める基準により算出した

費用の額」と同条第4項第3号イ(ア)

中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ど

も(特別利用教育を受ける者を含

む。)」と、同号イ(イ)中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども(特別利用教

育を受ける者を除く。)」とする。 

(準用) (準用) 

第50条 第8条から第14条まで(第10条

及び第13条を除く。)、第17条から第

19条まで及び第23条から第33条まで

の規定は、特定地域型保育事業者、

特定地域型保育事業所及び特定地域

型保育について準用する。この場合

において、第11条中「教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども(満3歳未満保育

認定子どもに限り、特定満3歳以上保

育認定子どもを除く。以下この款に

おいて同じ。)について」と、第12

条の見出し中「教育・保育」とある

第50条 第8条から第14条まで(第10条

及び第13条を除く。)、第17条から第

19条まで及び第23条から第33条まで

の規定は、特定地域型保育事業者、

特定地域型保育事業所及び特定地域

型保育について準用する。この場合

において、第11条中「教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども(満3歳未満保育

認定子どもに限り、特定満3歳以上保

育認定子どもを除く。以下この節に

おいて同じ。)について」と、第12

条の見出し中「教育・保育」とある
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のは「地域型保育」と、第14条の見

出し中「施設型給付費」とあるのは

「地域型保育給付費」と、同条第1

項中「施設型給付費(法第27条第1項

に規定する地域型給付費をいう以

下」とあるのは「地域型保育給付費

(法第29条第1項に規定する地域型保

育給付費をいう。以下この項及び第1

9条において」と、「施設型給付費の」

とあるのは「地域型保育給付費の」

と、同条第2項中「特定教育・保育提

供証明書」とあるのは「特定地域型

保育提供証明書」と、第19条中「施

設型給付費」とあるのは「地域型保

育給付費」と読み替えるものとする。 

のは「地域型保育」と、第14条の見

出し中「施設型給付費」とあるのは

「地域型保育給付費」と、同条第1

項中「施設型給付費(法第27条第1項

に規定する地域型給付費をいう以

下」とあるのは「地域型保育給付費

(法第29条第1項に規定する地域型保

育給付費をいう。以下この項及び第1

9条において」と、「施設型給付費の」

とあるのは「地域型保育給付費の」

と、同条第2項中「特定教育・保育提

供証明書」とあるのは「特定地域型

保育提供証明書」と、第19条中「施

設型給付費」とあるのは「地域型保

育給付費」と読み替えるものとする。 

 

   附  則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４４号 

 

福島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 福島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令和５年１２月１２日提出 

 

                     福島町長  鳴海 清春    

 

福島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 福島町国民健康保険税条例(昭和35年福島町条例第12号)の一部を次のように

改正する。 

改正前 改正後 

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 

第２３条 （略） 

２ （略） 

 

第２３条 （略） 

２ （略） 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世

帯に地方税法施行令第56条の89第4

項に規定する出産被保険者（以下「出

産被保険者」という。）が属する場

合における当該納税義務者に対して

課する所得割額及び被保険者均等割

額（第1項に規定する金額を減額する

ものとした場合にあっては、その減

額後の被保険者均等割額）は、当該

所得割額及び被保険者均等割額か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額を減額

して得た額とする。 

 ⑴ 国民健康保険の出産被保険者に

係る基礎課税額の所得割額 当該

出産被保険者につき第3条の規定

により算定した所得割額の12分の

1の額に、当該出産被保険者の出産

の予定日（地方税法施行規則第24

条の30の5に定める場合には、出産
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の日。以下同じ。）の属する月（以

下「出産予定月」という。）の前

月（多胎妊娠の場合には、3月前）

から出産予定月の翌々月までの期

間（以下「産前産後期間」という。）

のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

 ⑵ 国民健康保険の出産被保険者に

係る基礎課税額の被保険者均等割

額 当該出産被保険者につき第5

条の規定により算定した被保険者

均等割額（第1項に規定する金額を

減額するものとした場合にあって

は、その減額後の被保険者均等割

額）の12分の1の額に、当該出産被

保険者の産前産後期間のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額 

 ⑶ 国民健康保険の出産被保険者に

係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額 当該出産被保険者につ

き第6条の規定により算定した所

得割額の12分の1の額に、当該出産

被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た

額 

 ⑷ 国民健康保険の出産被保険者に

係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 当該出産被保

険者につき第7条の規定により算

定した被保険者均等割額（第1項に

規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の

被保険者の均等割額）の12分の1の

額に、当該出産被保険者の産前産

後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

 ⑸ 国民健康保険の出産被保険者に

係る介護納付金課税額の所得割額
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 当該出産被保険者につき第8条

の規定により算定した所得割額の

12分の1の額に、当該出産被保険者

の産前産後期間のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額 

 ⑹ 国民健康保険の出産被保険者に

係る介護納付金課税額の被保険者

均等割額 当該出産被保険者につ

き第9条の規定により算定した被

保険者均等割額（第1項に規定する

金額を減額するものとした場合に

あっては、その減額後の被保険者

均等割額）の12分の1の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて

得た額 

（出産被保険者に係る届出） 

第24条の3 国民健康保険税の納税義

務者は、出産被保険者が世帯に属す

る場合には、次に掲げる事項を記載

した届書を町長に提出しなければな

らない。 

 ⑴ 納税義務者の氏名、住所、生年

月日及び個人番号 

 ⑵ 出産被保険者の氏名、住所、生

年月日及び個人番号 

 ⑶ 出産の予定日 

 ⑷ 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

 ⑸ その他町長が必要と認める事項 

２ 前項の届書の提出に当たり、当該

納税義務者は、次に掲げる書類を添

えなければならない。 

 ⑴ 出産の予定日を明らかにするこ

とができる書類 

 ⑵ 多胎妊娠の場合には、その旨を

明らかにすることができる書類 

 ⑶ 出産後に前項に規定する届出を

行う場合には、出産した被保険者
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と当該出産に係る子との身分関係

を明らかにすることができる書類 

３ 第1項の規定による届出は、出産被

保険者の出産の予定日の6月前から

行うことができる。 

４ 第1項の規定にかかわらず、町長

が、当該出産被保険者について同項

各号に掲げる事項及び第2項各号に

掲げる書類において明らかにすべき

事項を確認することができる場合

は、第1項の規定による届出を省略さ

せることができる。 

 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の福島町国民健康保険税条例の規定は、令和５年度

分の国民健康保険税のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分の国民健康

保険税のうち令和５年１２月以前の期間に係るもの及び令和４年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第４５号 

 

福島町産業振興資金貸付条例の一部を改正する条例 

 

 福島町産業振興資金貸付条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

   令和５年１２月１２日提出 

 

福島町長  鳴海 清春     

 

 

福島町産業振興資金貸付条例の一部を改正する条例 

 

福島町産業振興資金貸付条例(昭和54年福島町条例第12号)の一部を次のよう

に改正する。 

改正前 改正後 

(利子の補給) (利子及び保証料の補給) 

第５条 町長は、この条例に基づく資

金の貸付けを受けた者に対し利子補

給を行うことができる。 

第５条 町長は、この条例に基づく資

金の貸付けを受けた者に対し利子及

び保証料(以下「利子等」という。)

補給を行うことができる。 

２ 前項に規定する利子補給金の交付

は、予算の範囲内において、規則で

定める額により行うものとする。 

２ 前項に規定する利子等補給金の交

付は、予算の範囲内において、規則

で定める額により行うものとする。 

３ 第1項の規定は、貸付期間を超過し

た貸付金に係る利子及び償還の延滞

により発生した利子については、適

用しない。 

３ 第1項の規定は、貸付期間を超過し

た貸付金に係る利子等及び償還の延

滞により発生した利子等について

は、適用しない。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

17



18



 

議案第４６号 

 

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について 

 

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を締結したいので、福島町定住自立圏

形成協定の議決に関する条例（平成 25年福島町条例第 15号）の規定により議会の

議決を求める。 

 

 

令和５年１２月１２日提出 

 

福島町長  鳴海 清春 

 

 

定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書（案） 

 

函館市（以下「甲」という。）と福島町（以下「乙」という。）は、定住自立圏の

形成に関する協定の一部を変更する協定を次のとおり締結する。 

 

 別表第１ アの表を次のように改める。 

 

 ア 医療 
広域救急医療体

制の充実 

取組の内容 圏域内における広域救急医療体制の充実を図る

ため、市立函館病院におけるドクターヘリの運航

支援をはじめとした各種事業に取り組む。 

甲の役割 乙と連携して、圏域内における広域救急医療体制

充実のための各種事業において中心的な役割を

担う。 

乙の役割 甲と連携して、圏域内における広域救急医療体制

充実のための各種事業に取り組む。 

安定的な医療提

供体制の確保 

取組の内容 圏域内における安定的な医療提供体制を確保す

るため、救急救命士病院実習の実施をはじめとし

た各種事業に取り組む。 

甲の役割 乙と連携して、圏域内における安定的な医療提供

体制を確保するための各種事業において中心的

な役割を担う。 

乙の役割 甲と連携して、圏域内における安定的な医療提供

体制を確保するための各種事業に取り組む。 
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 別表第１ イの表の次に次の１表を加える。 

 

 ウ 教育 

文化・スポーツ

の振興 

取組の内容 圏域内の文化・スポーツを振興するため、文化・

スポーツ施設の相互利用をはじめとした各種事

業に取り組む。 

甲の役割 乙と連携して、圏域内の文化・スポーツを振興す

るための各種事業において中心的な役割を担う。 

乙の役割 甲と連携して、圏域内の文化・スポーツを振興す

るための各種事業に取り組む。 

 

 別表第２ ウの表の次に次の１表を加える。 

 

 エ その他 

消費生活相談の

広域的対応 

取組の内容 圏域住民の消費生活の安定および向上を図るた

め、函館市消費生活センターにおいて相談対応等

を実施する。 

甲の役割 乙と連携して、圏域住民の消費生活の安定および

向上を図るため、函館市消費生活センターにおけ

る相談対応等の実施において中心的な役割を担

う。 

乙の役割 甲と連携して、圏域住民の消費生活の安定および

向上を図るため、函館市消費生活センターにおけ

る相談対応等を実施する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲および乙が記名押印の上、

各自その１通を保有する。 

 

 令和  年  月  日 

 

 

                 函館市東雲町４番１３号 

               甲 函館市 

                 函館市長 大 泉   潤 

 

 

                 松前郡福島町字福島８２０ 

               乙 福島町 

                 福島町長 鳴 海 清 春 
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議案第４７号 

 

定住向け町有住宅（２号棟）建築主体工事請負契約の議決更正について 

 

 令和５年５月１８日議決（議案第９号）の工事請負契約を次のとおり更正する

ため議会の議決を求める。 

 

  令和５年１２月１２日提出 

 

福島町長 鳴海 清春    

 

記 
 

契約の目的 
契約金額 

変更前 変更後 

定住向け町有住宅（２号

棟）建築主体工事 
77,099,000 円 77,528,000 円 
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議案第４８号 

 

令和５年度福島町一般会計補正予算（第７号） 

 

 令和５年度福島町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ121,484千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,643,270千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

   令和５年１２月１２日提出 

 

                   福島町長  鳴海 清春 
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（歳  入） （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

13
国 庫 支 出 金 285,628 55,778 341,406

１
国 庫 負 担 金 146,016 200 146,216

２
国 庫 補 助 金 137,918 55,578 193,496

14
道 支 出 金 260,596 200 260,796

１
道 負 担 金 114,137 100 114,237

２
道 補 助 金 133,235 100 133,335

17
繰 入 金 301,783 50,506 352,289

２
基 金 繰 入 金 297,511 50,506 348,017

19
諸 収 入 125,150 15,000 140,150

３
貸付金元利収入 73,183 15,000 88,183

5,521,786 121,484 5,643,270

第 １ 表　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　入　合　計
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（歳  出） （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

１
議 会 費 55,254 2 55,256

１
議 会 費 55,254 2 55,256

２
総 務 費 460,046 12,071 472,117

１
総 務 管 理 費 267,827 1,675 269,502

２
徴 税 費 13,634 1,525 15,159

３
戸籍住民基本台帳費 13,997 8,871 22,868

３
民 生 費 557,808 70,543 628,351

１
社 会 福 祉 費 460,970 70,143 531,113

２
児 童 福 祉 費 91,330 400 91,730

４
衛 生 費 1,581,093 0 1,581,093

１
保 健 衛 生 費 1,330,391 0 1,330,391

６
農 林 水 産 業 費 311,119 17,414 328,533

１
農 業 費 131,245 146 131,391

２
林 業 費 55,574 2,068 57,642

３
水 産 業 費 124,300 15,200 139,500

７
商 工 費 127,492 2,705 130,197

１
商 工 費 127,492 2,705 130,197

第 １ 表　歳　入　歳　出　予　算　補　正
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（歳  出） （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

８
土 木 費 487,436 3,400 490,836

２
道 路 橋 梁 費 172,125 1,000 173,125

３
河 川 費 34,017 300 34,317

５
住 宅 費 241,928 2,100 244,028

10
教 育 費 210,959 15,349 226,308

１
教 育 総 務 費 81,439 11 81,450

２
小 学 校 費 22,937 8,099 31,036

３
中 学 校 費 14,056 4,669 18,725

４
社 会 教 育 費 13,114 100 13,214

５
保 健 体 育 費 79,413 2,470 81,883

5,521,786 121,484 5,643,270歳　出　合　計
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歳入歳出予算事項別明細書 
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１　総  括（歳  入） （単位：千円）

款 補 正 前 の 額 補    正    額 計

13
国 庫 支 出 金 285,628 55,778 341,406

14
道 支 出 金 260,596 200 260,796

17
繰 入 金 301,783 50,506 352,289

19
諸 収 入 125,150 15,000 140,150

5,521,786 121,484 5,643,270

歳入歳出予算補正事項別明細書

歳入合計
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総  括（歳  出）

款 補正前の額 補 正 額 計
国道支出金 地方債 その他

1
議 会 費 55,254 2 55,256 2 

2
総 務 費 460,046 12,071 472,117 8,097 3,974 

3
民 生 費 557,808 70,543 628,351 47,881 22,662 

4
衛 生 費 1,581,093 0 1,581,093 0 

6
農林水産業費 311,119 17,414 328,533 15,000 2,414 

7
商 工 費 127,492 2,705 130,197 2,705 

8
土 木 費 487,436 3,400 490,836 3,400 

10
教 育 費 210,959 15,349 226,308 15,349 

5,521,786 121,484 5,643,270 55,978 15,000 50,506 歳出合計

歳入歳出予算補正事項別明細書

（単位：千円）
補 正 額 の 財 源 内 訳

特   定   財   源
一般財源
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１．特別職 (千円）

人数 期末手当 寒冷地 その他 共済費 合   計
（人） 年間支給率 手 　当 手   当

9,729
4.50

10,647
4.50

計 13 36,714 22,773 20,376 299 324 80,486 21,918 102,404

9,729
4.50

10,647
4.50

計 13 36,714 22,773 20,376 299 324 80,486 21,918 102,404

計

２．一般職
（１）総括 (千円）

報酬 給料 職員手当 計

111 27,918 290,649 149,627 468,194 131,808 600,002

111 27,918 290,649 151,427 469,994 131,808 601,802

-1,800 -1,800 -1,800

寒冷地 管理職 時 間 外 特殊勤務

手 　当 手　 当 勤務手当 手　   　当

補正後 4,212 63,668 41,676 4,750 4,748 6,810 19,303 120 1,014 216

補正前 4,212 63,668 41,676 4,750 4,748 6,810 21,103 120 1,014 216

比　 較 -1,800

補正後 3,110 149,627

補正前 3,110 151,427

比　 較 -1,800

（２）給料及び職員手当の増減額の明細
増減額

千円 千円

-1,800 -1,800 事業精査による減

時間外勤務手当 -1,800

　備　考　１　増減額欄の金額は、｢（１）　総括｣の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

　　　　　　２　説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

期末手当 住居手当

説　明

通勤手当

10,960

勤勉手当

備　　　考

扶養手当

比  　　　　 較

管理職員特
別勤務手当

計

3

備　考

7,332 43,733

補　　正　　後

区分
給　　与　　費

　報酬

 その他の特別職

 長　        等

 議　　      員

補正前

 長　        等

 議　　      員

　給料

補　　正　　前

36,401

合計

299

25,754

 職員手当

増減事由別内訳区分

児童手当区分

補正後
 議　　      員 10

職員数　（人）

10,960 その他の特別職

36,401

比   較

共済費

10

給　与　費　明　細　書

 長　        等 3

10,960

区       分 備   考
給　　　　　与　　　　　費

計

324

給料 地域手当報酬

22,773

22,773 324 14,586

10,960

 その他の特別職

25,754

43,733

10,960

7,332

14,586

33,125 47,711

職員手当の内訳

職員手当の内訳

区分

47,71133,125

10,960

299

（新型コロナウイルスワクチン接
種体制確保事業費）

その他減額分
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ア　会計年度任用職員以外の職員
(千円）

報酬 給料 職員手当 計

72 236,619 134,470 371,089 100,191 471,280

72 236,619 136,270 372,889 100,191 473,080

-1,800 -1,800 -1,800

寒冷地 管理職 時 間 外 特殊勤務
手 　当 手　 当 勤務手当 手　   　当

補正後 4,212 50,044 41,676 4,750 4,748 6,810 18,227 120 557 216

補正前 4,212 50,044 41,676 4,750 4,748 6,810 20,027 120 557 216

比　 較 -1,800

補正後 3,110 134,470

補正前 3,110 136,270

比　 較 -1,800

・給料及び職員手当の増減額の明細
増減額

千円 千円

-1,800 -1,800 事業精査による減
時間外勤務手当 -1,800

　備　考　１　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算となったものについて記載すること。

イ　会計年度任用職員
(千円）

報酬 給料 職員手当 計

39 27,918 54,030 15,157 97,105 31,617 128,722

39 27,918 54,030 15,157 97,105 31,617 128,722

時 間 外
勤務手当

補正後 13,624 1,076 457 15,157

補正前 13,624 1,076 457 15,157

比　 較

・給料及び職員手当の増減額の明細
増減額

千円 千円

　備　考　１　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算となったものについて記載すること。

　報酬

 職員手当

 職員手当 その他減額分

（新型コロナウイルスワクチン接
種体制確保事業費）

　給料

区分 増減事由別内訳 説　明 備　　　考

通勤手当
管理職員特別
勤務手当

職員手当の内訳

区分 児童手当 計

職員手当の内訳

区分 扶養手当 期末手当 勤勉手当 住居手当

補　　正　　後

補　　正　　前

比  　　　　 較

区分 職員数　（人）
給　　与　　費

共済費 合計 備　考

区分 職員数　（人）
給　　与　　費

共済費 合計 備　考

補　　正　　後

補　　正　　前

比  　　　　 較

職員手当の内訳

区分 期末手当
通勤手当
(費用弁

区分 増減事由別内訳

　給料

備　　　考説　明

計児童手当
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議案第４９号 

 

令和５年度福島町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

 令和５年度福島町の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定める

ところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12,023千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ769,486千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 

 

   令和５年１２月１２日提出 

 

                   福島町長  鳴海 清春      
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（歳  入） （単位：千円）

款 項 補正前の額 補  正  額 計

５
繰 入 金 64,765 12,023 76,788

２
基 金 繰 入 金 15,842 12,023 27,865

757,463 12,023 769,486

第１表 　歳入歳出予算補正

歳　入　合　計
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（歳  出） （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

６

諸 支 出 金 33,606 12,023 45,629

１
償還金及び還付加算金 33,606 12,023 45,629

757,463 12,023 769,486

第１表　歳入歳出予算補正

歳　出　合　計
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歳入歳出予算事項別明細書 
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１　総  括（歳  入） （単位：千円）

款 補 正 前 の 額 補    正    額 計

５
繰 入 金 64,765 12,023 76,788

757,463 12,023 769,486

歳入歳出予算補正事項別明細書

歳入合計
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総  括（歳  出）

款 補正前の額 補 正 額 計
国道支出金 地方債 その他

６
諸 支 出 金 33,606 12,023 45,629 12,023 

757,463 12,023 769,486 12,023 歳出合計

歳入歳出予算補正事項別明細書

（単位：千円）
補 正 額 の 財 源 内 訳

特   定   財   源
一般財源
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